
ü 集中改革プラン期間中に地方公共団体の総定員を純減
（過去５年間の純減（平成11年から平成16年までに4.6%純減）を上回る純減を目指す）

ü 手当の総点検をはじめとする給与の適正化
（給料表の運用、退職手当、特殊勤務手当等諸手当の見直し等）

ü 事務・事業の再編・整理

ü 民間委託等の推進 「民間ができることは民間に」

ü 地方公営企業・地方公社の経営健全化

ü 市町村への権限移譲

ü 改革の推進状況について、他団体と比較可能な指標をもって広く住民にわかりやすく公表。

新地方行革指針による地方行革の推進

平成１６年１２月２４日

「今後の行政改革の方針」（閣議決定）

これを受けて

総務省において新しい地方行革指針を今年度中に発出

総 務 省
平成17年３月25日

○集中改革プラン（平成17年度～平成21年度）

地方公共団体が５か年（平成17年度～平成21年度）の「集中改革プラン」を策定し、

平成１７年度中に公表

ü 経費節減等の財政効果の明示ü 出先機関の見直し ü 第三セクターの見直し
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ü 情報セキュリティの確保にも十分留意しながら、行政手続のオンライン化、共同アウト

ソーシング、公的個人認証サービス、住民基本台帳ネットワークシステム、住民基本台

帳カードなどの利活用等に積極的に取り組み、業務改革を進めメリハリのある職員配置

ü 情報公開条例や行政手続条例の制定、議会や監査委員などによる監視機能の強化等

を行う

ü 行政評価を効果的・積極的に活用し、ＰＤＣＡサイクルに基づき、事務・事業や組織編

成など行政組織運営全般の点検・見直しを行う

電子自治体の推進

行政評価の効果的・積極的な活用

公正の確保と透明性の向上
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行政改革大綱等の見直し・策定について、

ü 住民等が参加し、民意を反映するような仕組みを整備

ü 速やかにホームページや公報等を通じて、住民等にわかりやすい形で公表

行政改革大綱等に基づく成果について、

ü 他団体と比較可能な指標に基づき公表するなど、住民等に分かりやすい形で公表

＜地方公共団体＞

＜総務省＞

ü 改革の推進状況について、必要に応じ、各地方公共団体に助言

ü 毎年度フォローアップを実施し、その結果を広く国民に公表

説明責任の確保 と ディスクローズの推進説明責任の確保 と ディスクローズの推進


